
総務省が検討中の電気通信事業法の改正に対する重大な懸念

● 総務省は、通信の利用者情報の保護の強化を名目として、次期通常国会に電気通信事業法の改正案を
提出する方向。

● 現在明らかになっている法改正の方向性は、デジタルビジネスのみならず日本社会のデジタル化全体
にとって深刻な負担となり、阻害するおそれが高いものであり、重大な懸念あり。

総務省が、ネット利用企業／デジタルサービスを広範に網にかけた規制強化を行おうとしていること

懸念点❶

電気通信事業法が「情報取扱いの一般法」となり、二重規制や過剰規制をもたらすこと

懸念点❷

国際的に極めて異常なガラパゴス規制が、日本のデジタル化に悪影響を及ぼすこと

懸念点❸

非公開の会合での拙速な議論に基づき、このように大きな法改正を行おうとしていること

懸念点❹

既に銀行・家電メーカー・自動車メーカー・商社・物流会社・ゲーム会社・飲食店なども「電気通信事業者」
→ DXの進展により、更に広範な企業が電気通信事業法の規制対象となり、IoT／M2Mのデータ流通にも大きな影響

個人情報保護法との二重規制＋過剰規制（個人を識別できない情報の取扱いも規制、サーバ設置国の公表義務など）
→ あらゆる企業は、個人情報保護法に加え、電気通信事業法も理解した上で対応を行うことが必要に

サービスにチャット／メッセージング機能を付けるだけで総務省への届出が必要といったガラパゴス規制

いわゆるLINE問題が発端だったはずが、半年間の非公開での議論の結果、無関係な規制強化が盛り込まれた法改正に



二重規制への対応により産業界に予想される混乱
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法改正が実現した場合、

DXに取り組むあらゆる企業は

個人情報保護法と電気通信事業法の

関係を正確に理解した上で、

対応することが求められる

そのようなことは実効的なのか？

具体的場面への適用が不明なため、

総務省へのお伺いが必要となり、

不透明な裁量行政が

DXの障害となるのではないか？


